
 ３月２６～２７日、仏・イヴリーヌ県（パリ近郊）のヴォー・ド・セルネ修道院
において開催。茂木外務大臣を含むG7各国外相及びEU上級代表が出席。

 G7各国で今般のイラン情勢に関する意見交換。米国からは最新の動向及び
今後の見通しについて説明あり。

 茂木大臣から、ホルムズ海峡における全ての船舶の航行の安全確保が国際
社会全体にとって喫緊の課題である旨を強調。エネルギーの安定供給を確保
し、世界経済への影響を抑えるため、国際的な取組や、イランへの個別の働き
かけ、先般決定した石油備蓄の協調放出などあらゆる取組を行っていく旨発
言。

 Ｇ７外相は、イランに関する声明を発出（以下）。

G7外相会合(3/26～27)：中東情勢に関する議論 令和8年（2026年）

（参考）イランに関するG7外相声明（仮訳）
 我々、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国及び米国のＧ７外相並びに欧州連合（EU）上級代表
は、 2026年3月26日から27日まで、フランスのヴォー・ド・セルネ修道院においてG7フランス議長国下で、一
堂に会した。

 我々は、イラン及び地域の情勢について議論した。
 我々は、この争いが地域のパートナー、民間人及び重要インフラに与える影響を最小化することの重要性、並
びに人道支援の取組を調整する必要性を強調した。

 我々は、民間人及び民間インフラに対する攻撃の即時停止を求める。武力衝突において民間人を意図的に
標的とすること及び外交施設を攻撃することにはいかなる正当化もあり得ない。

 我々は、経済、エネルギー、肥料及び商業サプライチェーンの混乱といった我々の市民に直接的な影響を及ぼ
す世界的な経済への打撃を緩和するためのものを含む、多様なパートナーシップ、調整及び支援イニシアティブ
の価値に焦点を当てた。

 我々は、国連安保理決議第2817号及び海洋法に整合的な形で、ホルムズ海峡を安全かつ通航料なく通
過する航行の自由を恒久的に回復する絶対的な必要性を改めて表明した。

資料１3月外務省


	G7外相会合(3/26～27)：中東情勢に関する議論

